
大口町告示第１１８号 

 

 占用物件及び使用物件に係る占用料等の減免率を定める件（平成３年大口町告示

第１８号）の一部を次のように改正する。 

 

  令和４年１２月２３日 

 

大口町長   鈴 木 雅 博   



 

占用物件及び使用物件に係る占用料等の減免率を定める件の一部を改

正する告示 

 

 占用物件及び使用物件に係る占用料等の減免率を定める件（平成３年大口町告示

第１８号）の一部を次のように改正する。 

 表ガス管の項中「東邦瓦斯株式会社及び丹羽石油ガス協同組合」を「ガス事業法

（昭和２９年法律第５１号）第２条第１２項に規定するガス事業者」に改め、排水

管の項の次に次のように加える。 

自動運行補助施設 道路法（昭和２７年法

律第１８０号）（以下

「法」という。）第２条

第２項第５号に規定す

る自動運行補助施設 

１００ 

 表に次のように加える。 

法第３７条にて占用制限された区間で道路の上

空に設置されている電線類を撤去し地中に設け

る管路及びこれらと一体不可欠な変圧器等の地

上機器 

８９ 

法第３７条にて占用制限された区間で電線類が

上空に設置されていない道路において地中にお

いて設ける管路及びこれらと一体不可欠な変圧

器等の地上機器 

８９ 

電線共同溝、キャブ等に収容される電線類 ２０ 

電線共同溝、キャブ等と一体不可欠な変圧器等の

地上機器 

８９ 

   附 則 

 （施行期日） 



 

１ この件は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 本則の表自動運行補助施設の項の減免期間は、令和５年４月１日から令和１３

年３月３１日までとする。 



 

 

占用物件及び使用物件に係る占用料等の減免率を定める件の一部改正新旧対照表 

新 旧 

区分 減免率（単

位％） 

大口町道路占用料条例第７条第

１号、２号、３号、４号、５

号、６号、７号、８号、９号、

１０号、１１号及び１２号に定

めるもの 

１００ 

電柱・電

話柱 

公共団体が設ける街灯

が添架されたもの 

１００ 

道路管理者が設ける標

識が添架されたもの 

１００ 

公安委員会が設ける標

識及び信号機が添架さ

れたもの 

１００ 

テレビ用アンテナ線（電波障害

防除用） 

１００ 

ガス管 ガス事業法（昭和２９

年法律第５１号）第２

条第１２項に規定する

がガス事業者が設置し

たもの 

  

外径０．０７５メ

ートル未満の支管 

１００ 

外径０．４メート

ル未満の本管 

５５ 

外径０．４メート

ル以上の本管 

１０ 

農業用用排水管路 １００ 

排水管 一般家庭排水に係るも

の 

１００ 

自動運行

補助施設 

道路法（昭和２７年法

律第１８０号。以下

「法」という。）第２

条第２項第５号に規定

する自動運行補助施設 

１００ 

通路橋 一般家庭及び農地の出 １００ 

区分 減免率（単

位％） 

大口町道路占用料条例第７条第

１号、２号、３号、４号、５

号、６号、７号、８号、９号、

１０号、１１号及び１２号に定

めるもの 

１００

電柱・電

話柱 

公共団体が設ける街灯

が添架されたもの 

１００

道路管理者が設ける標

識が添架されたもの 

１００

公安委員会が設ける標

識及び信号機が添架さ

れたもの 

１００

テレビ用アンテナ線（電波障害

防除用） 

１００

ガス管 東邦瓦斯株式会社及び

丹羽石油ガス協同組合

が設置したもの 

 

 

  

外径０．０７５メ

ートル未満の支管 

１００

外径０．４メート

ル未満の本管 

５５

外径０．４メート

ル以上の本管 

１０

農業用用排水管路 １００

排水管 一般家庭排水に係るも

の 

１００

  

 

 

 

 

 

通路橋 一般家庭及び農地の出 １００



 

 

新 旧 

入口に使用するもの 

アーチ 公共的団体等に係るも

の 

１００ 

幕 公共的団体等に係るも

の 

１００ 

公共的団体等が占、使用する物

件で公衆の利便に著しく寄与す

るもの 

１００ 

法第３７条にて占用制限された

区間で道路の上空に設置されて

いる電線類を撤去し地中に設け

る管路及びこれらと一体不可欠

な変圧器等の地上機器 

８９ 

法第３７条にて占用制限された

区間で電線類が上空に設置され

ていない道路において地中にお

いて設ける管路及びこれらと一

体不可欠な変圧器等の地上機器 

８９ 

電線共同溝、キャブ等に収容さ

れる電線類 

２０ 

電線共同溝、キャブ等と一体不

可欠な変圧器等の地上機器 

８９ 

 

入口に使用するもの 

アーチ 公共的団体等に係るも

の 

１００

幕 公共的団体等に係るも

の 

１００

公共的団体等が占、使用する物

件で公衆の利便に著しく寄与す

るもの 

１００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


